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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設置面に左右に所定の間隔で複数の支柱を設け、前記支柱間に横ロープ材を多段に設け
た防護柵において、前記設置面と下段の前記横ロープ材間を塞ぐ遮蔽部材を備え、前記遮
蔽部材が、前記支柱の設置場所の斜面側前方が薄く後方が厚い傾斜を有する傾斜部を設け
た抜け出し防止構造であることを特徴とする防護柵。
【請求項２】
　前記抜け出し防止構造が蛇籠であることを特徴とする請求項１記載の防護柵。
【請求項３】
　前記支柱に前記抜け出し防止構造を固定することを特徴とする請求項１記載の防護柵。
【請求項４】
　前記設置面に前記抜け出し防止構造を固定することを特徴とする請求項１記載の防護柵
。
【請求項５】
　前記支柱を支える控えワイヤと、前記控えワイヤを固定する控ワイヤ用アンカーを設け
た防護柵において、前記控ワイヤ用アンカーより前記抜け出し防止構造を吊るすことを特
徴とする請求項１記載の防護柵。
【請求項６】
　前記横ロープ材と金網で構成された防護面を設けた防護柵において、前記防護面に前記
抜け出し防止構造を固定することを特徴とする請求項１記載の防護柵。
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【請求項７】
　前記抜け出し防止構造が、前記横ロープ材に連結された袋体であることを特徴とする請
求項１記載の防護柵。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雪崩・落石等における防護柵に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の防護柵として、地上に間隔を置き建て込んだ端末パイプ支柱及び中間パ
イプ支柱に複数段のケーブルとともに金網を張設したものや、適宜の間隔を置き建て込ん
だＨ型鋼の端末支柱及び中間支柱と、これら支柱間に張設した複数段のケーブル及び金網
とを備えた防護柵（例えば特許文献１）が知られている。
【０００３】
　また、ロープ材を保持する保持解除装置を備え、この保持解除装置は、常時または積雪
の雪圧のような長期間にわたって作用する比較的小さい横力に対しては、中間ロープ材を
中間支柱に保持した状態を維持し、かつ落石が衝突した時のような雪圧より大きい横力が
作用した場合には中間ロープ材の保持を解除して中間ロープ材を落石等の衝突物の進入側
と反対側に向けた大きな移動を許容する防護柵（例えば特許文献２）がある。
【０００４】
　また、支柱間に設ける横ロープ材を把持し、該横ロープ材に加わる張力を横ロープ材の
摩擦摺動により吸収するロープ用緩衝具（例えば特許文献３）が提案されており、この緩
衝具はＵボルトを備え、このＵボルトを連結する連結部を、前記支柱に設けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－１９７４２３号公報
【特許文献２】特開２００７－０７７６７２号公報
【特許文献３】特開２００３－３１３８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の様に支柱間にロープ材を複数段に設け、前記ロープ材の両端を端末支柱に固定し
、中間支柱においてはスライドを許容する防護柵では、下方に落石を受けると、最下段の
ロープ材が捲れあがったりして落石が通過する虞がある。
【０００７】
　また、中間支柱にロープ用緩衝具により横ロープ材を連結するものでも、横ロープ材が
緩衝具に摩擦摺動すると、横ロープ材が撓むため、同様に落石が通過する虞がある。
【０００８】
　そこで本発明は上述した問題点に鑑み、支柱下段における落石の通過を防止することが
できる防護柵を提供することを目的とする。
【０００９】
　また、支柱下段における落石の通過を防止しつつ、支柱下段における横ロープ材や金網
で構成された防護面での落石の衝撃を緩和することができる防護柵を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、請求項１に係る発明は、設置面に左右に所定の間隔で複数
の支柱を設け、前記支柱間に横ロープ材を多段に設けた防護柵において、前記設置面と下
段の前記横ロープ材間を塞ぐ遮蔽部材を備え、前記遮蔽部材が、前記支柱の設置場所の斜
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面側前方が薄く後方が厚い傾斜を有する傾斜部を設けた抜け出し防止構造であることを特
徴とする。
【００１１】
　また、請求項２に係る発明は、前記抜け出し防止構造が蛇籠であることを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項３に係る発明は、前記支柱に前記抜け出し防止構造を固定することを特徴
とする。
【００１３】
　また、請求項４に係る発明は、前記設置面に前記抜け出し防止構造を固定することを特
徴とする。
【００１４】
　また、請求項５に係る発明は、前記支柱を支える控えワイヤと、前記控えワイヤを固定
する控ワイヤ用アンカーを設けた防護柵において、前記控ワイヤ用アンカーより前記抜け
出し防止構造を吊るすことを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項６に係る発明は、前記横ロープ材と金網で構成された防護面を設けた防護
柵において、前記防護面に前記抜け出し防止構造を固定することを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項７に係る発明は、前記抜け出し防止構造が、前記横ロープ材に連結された
袋体であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の請求項１の構成によれば、落石により設置面と横ロープ材との間を落石が通過
することを防止できる。また、落石が発生し抜け出し防止構造の傾斜部に落石が衝突した
際、傾斜部の傾斜は山側である斜面側前方が薄く反山側である後方が厚い構成になってい
るので、落石の進行方向が上方向に誘導され、抜け出し防止構造により落石を適切に上方
に導くことで、落石防護柵の設置面と横ロープ材との間を落石が通過することを防止でき
、それに加えて横ロープ材や金網で構成された防護面は落石の衝撃を直接受けないので、
防護面での落石の衝撃を緩和できる。
【００１８】
　また、本発明の請求項２の構成によれば、設置面と横ロープ材との間を落石が通過する
ことを防止できると共に、蛇籠により落石の衝撃を吸収するので支柱下段における横ロー
プ材や金網で構成された防護面での落石の衝撃を緩和できる。
【００１９】
　また本発明の請求項３の構成によれば、落石の衝突する際の衝撃で抜け出し防止構造の
位置や傾斜部の傾斜角度がずれることがない。そのため、より確実に抜け出し防止構造に
より落石防護柵の設置面と横ロープ材との間を落石が通過することを防止でき、それに加
えてより確実に横ロープ材や金網で構成された防護面での落石の衝撃を緩和できる。
【００２０】
　また本発明の請求項４の構成によれば、落石の衝突する際の衝撃で抜け出し防止構造の
位置や傾斜部の傾斜角度がずれることがない。そのため、より確実に抜け出し防止構造に
より落石防護柵の設置面と横ロープ材との間を落石が通過することを防止でき、それに加
えてより確実に横ロープ材や金網で構成された防護面での落石の衝撃を緩和できる。
【００２１】
　また本発明の請求項５の構成によれば、落石の衝突する際の衝撃で抜け出し防止構造の
位置や傾斜部の傾斜角度がずれることがない。そのため、より確実に抜け出し防止構造に
より落石防護柵の設置面と横ロープ材との間を落石が通過することを防止でき、それに加
えてより確実に横ロープ材や金網で構成された防護面での落石の衝撃を緩和できる。
【００２２】
　また本発明の請求項６の構成によれば、落石の衝突する際の衝撃で抜け出し防止構造の
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位置や傾斜部の傾斜角度がずれることがない。そのため、より確実に抜け出し防止構造に
より落石防護柵の設置面と横ロープ材との間を落石が通過することを防止でき、それに加
えてより確実に横ロープ材や金網で構成された防護面での落石の衝撃を緩和できる。
【００２３】
　また、本発明の請求項７の構成によれば、設置面と横ロープ材との間を落石が通過する
ことを防止できると共に、袋体により落石の衝撃を吸収するので支柱下段における横ロー
プ材や金網で構成された防護面での落石の衝撃を緩和できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施例の参考例１を示す防護柵の側面図である。
【図２】同上、防護柵の正面図である。
【図３】同上、端末支柱の正面図である。
【図４】同上、端末支柱の平断面図である。
【図５】同上、衝撃吸収装置の要部の平面図である。
【図６】同上、遮蔽部材を設けた防護柵の側面図である。
【図７】同上、要部の平面図である。
【図８】本実施例の参考例２を示す防護柵の側面図である。
【図９】同上、要部の平面図である。
【図１０】本実施例の参考例３を示す防護柵の側面図である。
【図１１】同上、要部の平面図である。
【図１２】本実施例の参考例４を示す防護柵の側面図である。
【図１３】同上、要部の平面図である。
【図１４】本実施例の実施例１を示す防護柵の側面図である。
【図１５】同上、要部の平面図である。
【図１６】同上、抜け出し防止構造の断面図である。
【図１７】同上、抜け出し防止構造の固定状態を示す側面図である
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して、本発明の防護柵の参考例１について説明する。
（参考例１）
【００２６】
　図１～図７に示す様に、衝撃吸収柵である落石防護柵は設置場所である斜面１Ａ下部の
地面１に複数の支柱２，２Ａ，２Ａ，２が略垂直に立設されている。尚、端末支柱２，２
の間に複数の中間支柱２Ａ，２Ａが配置されている。前記支柱２，２Ａは、Ｈ型鋼，コン
クリート柱，鋼管あるいはコンクリート充填鋼管などからなり、この例では鋼管を用い、
その下端を前記地面１に建て込んで固定している。
【００２７】
　前記支柱２，２Ａ，２Ａ，２間には横ロープ材３，３が上下段に設けられている。また
、支柱２，２Ａ，２Ａ，２の間は金網９により遮蔽されている。また、金網９はバンド線
などの結合材により横ロープ材３，７に結合されている。また、横ロープ材３，７を縦方
向の間隔保持材10にそれぞれ係止し、この間隔保持材10により落石が衝突した場合でも、
上下のロープ材の間隔が開いて落石が通過しない様になっている。尚、支柱２，２Ａ，２
Ａ，２は上記の様に下部を地中に建て込んで固定してもよいし、コンクリート基礎等に固
定してもよいし、下部を斜面などに位置固定すると共に、山側と谷側の控えロープ材によ
り固定してもよい。また中間支柱２Ａには、前記ロープ材３を係止する係止部４が設けら
れ、前記係止部４は横ロープ材３を係止する係止用フックなどにより構成され、横ロープ
材３の長さ方向の移動を許容する。
【００２８】
　前記横ロープ材３は、その両端を前記端末支柱２に連結し、その途中を前記中間の支柱
２Ａに横方向移動可能に係止している。具体的には、前記横ロープ材３の端部３Ｔに連結
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具５により横杆６を連結し、この横杆６を衝撃吸収装置11により前記端末支柱２に連結し
ている。図３～図５に示す様に、前記衝撃吸収装置11は鋼管などからなるリング材12と、
このリング材12を外周両側から挟むように配置される載荷部材たる載荷板13，13と、それ
ら載荷板13，支柱２，リング材12及び載荷板13に挿通する前記横杆６と、この横杆６に設
ける端末定着具たるナット14とを備え、前記横杆６にはナット14を螺合する雄ねじ部が形
成されている。尚、前記載荷板13，13のリング材12の外周に当接する側の面が、載荷面13
Ｍ，13Ｍであり、前記載荷面13Ｍは前記リング材12の長さ方向の幅とほぼ同一の幅を有し
、又は大きな幅を有し、一方リング材12の直径方向の幅Ｗは、該リング材12の直径Ｄ寸法
より小さい。また、前記リング材12はその中心軸を縦方向に向けているから、上下にスペ
ースを取らずに配置することができる。また前記端末支柱２内には前記横杆６を挿通する
管材15が設けられ、この管材15には鋼管などが用いられ、その管材15の端部を溶接などに
より端末支柱２に固着している。
【００２９】
　そして、横ロープ材３に引張力が発生し、ナット14が支柱２側に移動すると、載荷面13
Ｍ，13Ｍによりリング材12が押し潰され、これにより衝撃エネルギーを吸収し、対向する
内面が当接するまでリング材12が潰れた後は、横ロープ材３が伸びることにより衝撃エネ
ルギーを吸収することができる。
【００３０】
　前記支柱２，２Ａ，２Ａ，２の下段には横ロープ材７が２段に設けられ、前記横ロープ
材７の両端は端末支柱２，２に固定されている。図１に示した様に、下段の前記横ロープ
材７，７の間隔Ｋは上段側で上下に隣合う前記横ロープ材３，３の間隔Ｋ１より同等また
は狭く設定されている（Ｋ＝＜Ｋ１）。また最下段の横ロープ材７は、前記間隔Ｋより狭
い間隔で地面１と近接して配置されている。
【００３１】
　前記横ロープ材７の両端は前記衝撃吸収装置11により端末支柱２，２に連結されたり、
固定状態で連結される。また、前記横ロープ材７の中央は前記係止部４などにより中間支
柱２Ａに係止されている。
【００３２】
　図６及び図７に示す様に、前記防護柵は前記下段の横ロープ材７，７間を遮蔽する遮蔽
部材を備える。前記遮蔽部材にはジオグリッドやワイヤーネットなどの網状体51が用いら
れ、支柱２，２Ａ，２Ａ，２の中央において、前記横ロープ材７，７とこの上段の横ロー
プ材３に前記網状体51の一側を結合コイルなどの連結具52により連結し、前記網状体51の
他側を前記地面１に敷設すると共に、他側端部を複数の固定用アンカー53により地面１又
は斜面１Ａに固定する。尚、網状体51の上部は横ロープ材７の上の横ロープ材３に連結さ
れており、この横ロープ材３の上の横ロープ材３より下である。
【００３３】
　この様に本参考例では、設置面たる地面１に左右に所定の間隔で複数の支柱２，２Ａ，
２を設け、支柱２，２Ａ，２間に横ロープ材３，７を多段に設けた防護柵において、地面
１と下段の横ロープ材７，７間を塞ぐ遮蔽部材たる網状体51を備えるから、地面１と下段
の横ロープ材７との間を落石が通過することを防止できる。
【００３４】
　また、この様に本参考例では、遮蔽部材が網状体51であり、この網状体51の一側を前記
下段の横ロープ材７，７に連結すると共に、該網状体51の他側を支柱２，２Ａ，２の設置
場所の斜面側前方に固定したから、下段の横ロープ材７，７と網状体51とにより落石を捕
捉すると共に、設置面と横ロープ材７との間を落石が通過することを防止できる。
【００３５】
　また、参考例上の効果として、網状体51により横ロープ材７の捲り上がりを防止すると
共に、可撓性を有する網状体51が変形することにより落石の衝撃を吸収することができる
。
（参考例２）
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【００３６】
　図８～図９は本発明の参考例２を示し、上記参考例と同一部分に同一符号を付し、その
詳細な説明を省略して詳述する。この例の遮蔽部材は鋼材などからなる線材枠61であり、
この線材枠61は略Ｌ字型線材からなる枠材62と横線材63とを備え、その枠材62は前記横ロ
ープ材７の前部に沿って設ける縦部62Ｔと前記横ロープ材７の前方の地面に設ける横部62
Ｙとを有し、前記枠材62を横ロープ材７の長さ方向に略等間隔で複数配置し、その枠材62
の縦部62Ｔと横部62Ｙに複数の前記横部材63を縦方向と前後方向に間隔をおいて一体に設
けてなる。また縦部62Ｔにおける前記横部材63の上下間隔は、前記横ロープ材７の間隔よ
り狭く、前記線材枠61は防護柵のほぼ全長に渡って設けられている。尚、線材枠61の上部
は横ロープ材７の上の横ロープ材３に連結されており、この横ロープ材３の上の横ロープ
材３より下である。
【００３７】
　この様に本参考例では、遮蔽部材が線材枠61であり、この線材枠61は、下段の横ロープ
材７，７の前面に沿って設けられると共に、左右方向に間隔をおいて設けられた複数の縦
部62Ｔと、これら複数の縦部62Ｔに上下多段に設けた横部62Ｙとを備えるから、設置面と
下段の横ロープ材７，７間を落石が通過することを防止できる。
【００３８】
　また参考例上の効果として線状枠61を支柱２Ａ，２Ａ間の全長に設けたから、横ロープ
材７の捲り上がりを一層効果的に防止することができる。
（参考例３）
【００３９】
　図１０～図１１は本発明の参考例３を示し、上記各参考例と同一部分に同一符号を付し
、その詳細な説明を省略して詳述する。この例の遮蔽部材は蛇籠71であり、網籠72に玉石
や栗石を詰めてなる。また、蛇籠71の高さは、横ロープ材７の上の横ロープ材３の位置程
度であり、この横ロープ材３の上の横ロープ材３より下である。
【００４０】
　この様に本参考例では、遮蔽部材が蛇籠71であるから蛇籠71により落石の衝撃を吸収す
ると共に、設置面と横ロープ材７との間を落石が通過することを防止できる。
（参考例４）
【００４１】
　図１２～図１３は本発明の参考例４を示し、上記各参考例と同一部分に同一符号を付し
、その詳細な説明を省略して詳述する。この例の遮蔽部材は袋体81であり、袋82に砂，土
，自然石，砕石などの土質材料あるいはモルタルコンクリートを詰めてなることが望まし
いが、袋82に詰めるものはこれらに限定されるものではない。尚、袋体81は横ロープ材７
や横ロープ材３に連結され、また袋体81の高さは横ロープ材７の上の横ロープ材３の位置
程度であり、この横ロープ材３の上の横ロープ材３より下である。
【００４２】
　この様に本参考例では、遮蔽部材が袋体81であるから袋体81により落石の衝撃を吸収す
ると共に、設置面と横ロープ材７との間を落石が通過することを防止できる。
【実施例１】
【００４３】
　図１４～図１７は本発明の実施例１を示し、上記各参考例と同一部分に同一符号を付し
、その詳細な説明を省略して詳述する。この例の遮蔽部材は抜け出し防止構造91である。
図１５に示す様に、実施例１では抜け出し防止構造91は少なくても支柱２Ａ，２Ａの間隔
以上の長さであるか、もしくは支柱２Ａ，２Ａの間隔以上の長さになるように連結されて
いる。この時の連結方法としては、端面の連結や延長方向に設置するワイヤによる連結な
ど、適宜選定可能である。尚、抜け出し防止構造91は落石防護柵のほぼ全長に渡って設け
られている事が望ましい。
【００４４】
　図１４に示すように、抜け出し防止構造91の上面には支柱２，２Ａの設置場所の斜面１
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Ａ側前方（山側）が薄く横ロープ材３側である後方（反山側）が厚い傾斜を有する傾斜部
92が設けられている。当該抜け出し防止構造91では、落石と衝突した際に横ロープ材３，
７や金網９で構成された防護面90で落石の抜け出しが発生しない高さ（望ましくは防護面
90の中央付近の高さ）にこの落石を誘導するように、傾斜部92の傾斜が調整されている。
したがって落石が起こった際に、落石防護柵の地面１と横ロープ材７との間を落石が通過
することを防止できる。それに加えて落石が抜け出し防止構造91に衝突した場合、防護面
90は落石の衝撃を直接受けないので防護面90での落石の衝撃を緩和できる。さらに、本実
施例では抜け出し防止構造91が落石のエネルギーを全て吸収せず、抜け出し防止構造91と
防護面90との二箇所で落石のエネルギーを吸収するので、上述の参考例１～４と比較する
と遮蔽部材である抜け出し防止構造91の受けるエネルギーは小さくて済む。したがって上
述の参考例１～４と比較して、抜け出し防止構造91の小型化が可能になる。
【００４５】
　抜け出し防止構造91の断面形状は、抜け出し防止構造91に落石が衝突する場合には傾斜
部92に衝突することが望ましいため、図１６（ａ）に示すように矢印の方向から落石が衝
突する場合には三角形が望ましい。しかし、例えば図１６（ｂ）や図１６（ｃ）に示すよ
うに、抜け出し防止構造91の断面形状が台形のときでも傾斜部92に矢印の方向から落石が
衝突する場合には、断面形状が三角形の抜け出し防止構造91と同様の効果を得ることが可
能であり、したがって抜け出し防止構造91の断面形状はこれらに限定されるものではない
。また傾斜部92で矢印の方向からの衝撃の耐久力を向上させる為、図１６（ｄ）に示すよ
うに傾斜部92をアーチ状にしてもかまわない。
【００４６】
　抜け出し防止構造91の構成としては、前記蛇籠71の網籠72と砂，土，自然石，砕石など
の土質材料を組み合わせたもの、前記袋体81と前記土質材料あるいはモルタルコンクリー
トを組み合わせたものなどが望ましいが、前記網籠72や前記袋体81の代わりに高強度プラ
スチック網（ジオグリッド）を用いたり、合成繊維を使用した軽量で高強度の二重織生地
（布製型枠）内に生コンクリートやモルタルを注入することにより一定厚のコンクリート
構造物を形成するという工法を用いたり、木材（間伐材）などの材料を用いてもかまわな
い。
【００４７】
　次に上記構成についてその作用を説明すると、落石が発生し抜け出し防止構造91の傾斜
部92に落石が衝突した際、傾斜部92の傾斜は山側である斜面１Ａ側前方が薄く反山側であ
る後方が厚い構成になっているので、落石の進行方向が上方向に誘導される。そして誘導
された落石は、落石防護柵の横ロープ材３や金網９で構成された防護面90に捕捉される。
【００４８】
　このとき傾斜部92の地面１からの傾斜角度がきつすぎると、落石が傾斜部92に衝突した
後にうまく防護面90の中央部に誘導できない可能性が高くなってしまう。また抜け出し防
止構造91の高さが高すぎると落石防護柵より上方に落石が誘導される可能性が高くなって
しまい、反対に抜け出し防止構造91の高さが低すぎると、落石防護柵の地面１と横ロープ
材７との間を落石が通過する可能性が高くなってしまう。しかも落石防護柵の立地条件に
よってはあまり抜け出し防止構造91の設置場所を確保できない場合もあり、その際抜け出
し防止構造91の高さや傾斜部の地面１からの傾斜角度が自由に設定できない場合も想定さ
れる。したがって上記作用を得る為、想定される落石の大きさや衝突の際に想定されるエ
ネルギー、落石防護柵の立地条件や種類、防護面90の高さや支柱２Ａ，２Ａの間隔、及び
抜け出し防止構造91の材料や構成などの条件によって、抜け出し防止構造91の高さや傾斜
部92の地面１からの傾斜角度が設定されることが望ましい。例えば想定される落石（球状
と仮定する）の重量が３ｔで地面（落石防護柵の設置面）１からの高さを０～２ｍ、地面
１Ａの斜面角度を４０度とすると、想定される落石防護柵の高さは４ｍ程、支柱２Ａ，２
Ａの間隔は３～１０ｍ程になるが、この時の抜け出し防止構造91（断面形状が三角形で前
記網籠72と土質材料を組み合わせた構成）の高さは０．５～１ｍ、地面１からの傾斜角度
は約３０度が望ましい。
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【００４９】
　なお例えば図１６（ｂ）や図１６（ｃ）のような断面形状の抜け出し防止構造91では、
傾斜部92以外の場所である平坦部93に落石が衝突することも想定される。その際抜け出し
防止構造91は、参考例３や４で上述した蛇籠71や袋体81と同様の効果を得ることが可能で
、具体的には落石の衝撃を衝突した面である平坦部93で抜け出し防止構造91が吸収すると
共に、地面１と横ロープ材７との間を落石が通過することを防止できる。
【００５０】
　抜け出し防止構造91は設置するだけで固定しなくても、上述した効果のある程度は得る
ことができる。しかし、抜け出し防止構造91は落石が衝突することが前提になっているの
で、衝突の際の衝撃で抜け出し防止構造91の位置や傾斜部92の地面１からの傾斜角度がず
れてしまう可能性もあり、その場合は上述した効果は確実には得られない。したがって、
例えば落石防護柵の支柱２，２Ａや地面１などに抜け出し防止構造91を固定することが望
ましい。抜け出し防止構造91を固定した場合、固定していない場合と比較してより上記作
用を確実に得ることができる。その為抜け出し防止構造91を固定した場合は、固定してい
ない場合と比較して抜け出し防止構造91の小型化が可能になる。抜け出し防止構造91の固
定方法の一例として、図１７（ａ）に示すように支柱２，２Ａに連結部材94で固定する方
法、図１７（ｂ）に示すようにアンカー95で地面１に固定する方法、控ワイヤ96がある場
合は図１７（ｃ）に示すように控ワイヤ用アンカー97から吊り下げ部材98によって抜け出
し防止構造91を吊るす方法などが挙げられ、適宜選定可能である。また、抜け出し防止構
造91の固定方法はこれらに限定されるものではなく、例えば落石防護柵の防護面90下端が
固定されても問題がない場合は、図１７（ｄ）に示す様に防護面90下端の横ロープ材７に
ワイヤ99で固定する方法もある。上記の固定方法（ａ）～（ｄ）は複数選択することも可
能であり、複数の方法で抜け出し防止構造91を固定した際は、より確実に落石防護柵の地
面１と横ロープ材７との間を落石が通過することを防止できる。
【００５１】
　このように、本実施例では請求項１に対応して、遮蔽部材が、支柱２，２Ａの設置場所
の斜面１Ａ側前方（山側）が薄く横ロープ材３側である後方（反山側）が厚い傾斜を有す
る傾斜部92を設けた抜け出し防止構造91であるから、落石が発生し抜け出し防止構造91の
傾斜部92に落石が衝突した際、傾斜部92の傾斜は山側である斜面１Ａ側前方が薄く反山側
である後方が厚い構成になっているので、落石の進行方向が上方向に誘導され、抜け出し
防止構造91により落石防護柵の地面１と横ロープ材７との間を落石が通過することを防止
でき、それに加えて落石が抜け出し防止構造91に衝突した場合、防護面90は落石の衝撃を
直接受けないので、支柱２，２Ａ下段における横ロープ材３，７や金網９で構成された防
護面90での落石の衝撃を緩和できる。
【００５２】
　また別の本実施例では請求項２に対応して、抜け出し防止構造91が蛇籠71であるから蛇
籠71により落石の衝撃を吸収すると共に、設置面と横ロープ材７との間を落石が通過する
ことを防止できる。
【００５３】
　また別の本実施例では請求項７に対応して、抜け出し防止構造91が袋体81であるから袋
体81により落石の衝撃を吸収すると共に、設置面と横ロープ材７との間を落石が通過する
ことを防止できる。
【００５４】
　また、このように本実施例では請求項３に対応して、抜け出し防止構造91を支柱２，２
Ａに固定しているから、落石の衝突する際の衝撃で抜け出し防止構造91の位置や傾斜部92
の地面１からの傾斜角度がずれることがない。そのため、より確実に抜け出し防止構造91
により落石防護柵の地面１と横ロープ材７との間を落石が通過することを防止でき、それ
に加えて横ロープ材３，７や金網９で構成された防護面90での落石の衝撃を緩和できる。
【００５５】
　また別の本実施例では請求項４に対応して、抜け出し防止構造91を設置面である地面１
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に固定しているから、落石の衝突する際の衝撃で抜け出し防止構造91の位置や傾斜部92の
地面１からの傾斜角度がずれることがない。そのため、より確実に抜け出し防止構造91に
より落石防護柵の地面１と横ロープ材７との間を落石が通過することを防止でき、それに
加えて横ロープ材３，７や金網９で構成された防護面90での落石の衝撃を緩和できる。
【００５６】
　さらに別の本実施例では請求項５に対応して、支柱２，２Ａを支える控えワイヤ96と、
控えワイヤ96を固定する控ワイヤ用アンカー97を設けた防護柵において、控ワイヤ用アン
カー97より抜け出し防止構造91を吊るしているから、落石の衝突する際の衝撃で抜け出し
防止構造81の位置や傾斜部92の地面１からの傾斜角度がずれることがない。そのため、よ
り確実に抜け出し防止構造91により落石防護柵の地面１と横ロープ材７との間を落石が通
過することを防止でき、それに加えて横ロープ材３，７や金網９で構成された防護面90で
の落石の衝撃を緩和できる。
【００５７】
　そして別の本実施例では請求項６に対応して、横ロープ材３，７や金網９で構成された
防護面90を設けた防護柵において、防護面90に抜け出し防止構造91を固定しているから、
落石の衝突する際の衝撃で抜け出し防止構造91の位置や傾斜部92の地面１からの傾斜角度
がずれることがない。そのため、より確実に抜け出し防止構造91により落石防護柵の地面
１と横ロープ材７との間を落石が通過することを防止でき、それに加えて横ロープ材３，
７や金網９で構成された防護面90での落石の衝撃を緩和できる。
【００５８】
　また、抜け出し防止構造91は構成がシンプルなので安価に製作でき、設置に必要なスペ
ースが少なく、さらに補修や取り替えが容易である。しかも落石防護柵の新設時はもちろ
ん既設の落石防護柵にも抜け出し防止構造91を新たに設置でき、その上防護面90が変形す
ることによって落石の衝撃を吸収する構造の落石防護柵にも対応できるので汎用性が高い
。そして落石の衝突する傾斜部92は錆やクリープ，積雪や堆積物などの影響を受け難く、
したがって抜け出し防止構造91の性能の経時変化が少ない。
【００５９】
　尚、本発明は、本実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変
形実施が可能である。例えば、端末支柱に下段の横ロープ材の端部を固定して連結しても
よいし、緩衝金具などにより摩擦摺動可能に連結してもよく、下段の横ロープ材と各支柱
との係止及び連結構造は適宜選定可能である。さらにコンクリートなどの基礎がある構造
の落石防護柵では、落石防護柵の山側の基礎部分を落石防護柵の設置面と下段の横ロープ
材間を塞ぐことができる高さに形成し、さらにその山側の基礎部分に山側が薄く反山側が
厚い傾斜を有する傾斜部を設けて抜け出し防止構造としてもかまわない。
【符号の説明】
【００６０】
１ 地面（設置面）
２ 端末支柱
２Ａ 中間支柱
３ 横ロープ材
７ 横ロープ材
51 網状体（遮蔽部材）
61 線材枠
62 枠材
62Ｔ 縦部
62Ｙ 横部
63 横線材
71 蛇籠
81 袋体（遮蔽部材）
91 抜け出し防止構造（遮蔽部材）
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